
 
 
 
 
 

山元町では、燃料価格高騰の影響を受け、燃料経費が事業を圧迫している運輸

業等事業者を支援するため、下記の支援制度を創設しました。 

山元町運輸業等燃料高騰支援事業支援金  

対象者 

※以下の項目全てに該当する方が対象となります。 

・令和７年１２月３１日以前から町内に事業所又は住所を有し、かつ、町内にお

いて、運輸業等（一般乗用旅客自動車運送業、一般貨物自動車運送業、特定貨

物自動車運送業、貨物軽自動車運送業、自動車運転代行業）を営んでいる事業

者で、令和８年１月１日以降も事業を継続していること。 

・上記の事業を営むにあたり、必要な営業許可等の取得又は届出をしているこ

と。 

・山元町行政サービス制限実施要綱（平成２１年山元町告示第１５号）第２条第

２号に定める滞納者でないこと。 

・山元町暴力団排除条例（平成２５年山元町条例第１２号）第２条第３号に規定

する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者

でないこと。 

支援額 

・運送の用に直接供する車両１台当たりの支援額は、令和７年１月から令和７年

１２月までの燃料使用数量（ℓ）に１０円を乗じた額（１，０００円未満の端

数は切り捨て）とし、１５万円を上限とします。 

・宮城県物流事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業費補助金又は宮城県旅客

運送事業者燃料価格等高騰対策支援金により補助金等の交付を受けた場合は、

その金額を差し引いた額が支援額となります。 

・運送の用に直接供する車両を複数台所有する場合は、支援額の合計額を交付 

します。 

※運送の用に直接供しない車両等は対象外です。 

 

【申請受付期間】 

令和８年４月２０日（月）～令和８年９月３０日（水）（土・日・祝日を除く） 

窓口受付時間：午前８時３０分～午後５時 窓口：産業観光課 

郵送の場合は９月３０日（水）必着のこと 

【申請方法】 

 窓口または郵送での申請 

 送付先：〒９８９－２２９２ 山元町浅生原字作田山３２番地 

     山元町産業観光課あて 

 

※詳細は、山元町ホームページをご確認いただくか、産業観光課（☏３７－１１１９）まで

お問合せください。 

 

運 輸 業 等 事 業 者 の 皆 さ ん へ 


